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令和6年度 給水装置工事及び排水設備工事に係る説明会

次第

一宮市上下水道部給排水設備課

（１）指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の

更新申請等について

（２）給水装置工事の申請書作成上の注意点について

（３）排水設備工事 申請時の注意点について

休 憩

（４）給水装置工事のしゅん工検査等について

（５）排水設備工事の施工上の注意点について

（６）工事仕様書（上水編）の主な改定点について



事業者の更新について①

更新制度：令和2年度開始

5年ごとに更新

・令和７年度の対象

●令和2年度に更新した事業者

●一宮市から新規に指定を受けた日が

令和2年10月1日～令和3年9月27日

・更新申請期間(予定)令和7年6月23日(月)～7月4日(金)

次ページ 更新②変更点



事業者の更新について②

・令和７年度からの変更点

●郵送での受付を開始します。（資料P.2下段 ※1）

⇒ 送料負担し、返信用封筒を同封 etc...

●給水、排水両方更新の方は、登記簿謄本、定款は

1部の提出にします。（資料P.3 ※3）

●責任技術者の専属について緩和されます。

（資料P.3 ※2）
次ページ 責任技術者変更



責任技術者の専任について

専属 → 選任 へ

・同一事業者で、愛知県内の事業所であれば、

複数の事業所で兼任が可能となります。

・様式が変わります。

●指定（更新）申請書の裏面

●責任技術者名簿

次ページ 共同化について



指定登録等事務の共同化について

一宮市は事業者の指定登録等事務の共同化に参加しています。

※参加市町あての書類を

まとめて名古屋市へ

提出できます。

※様式は各市町のものを

使用してください。

重要

届出は1箇所でOK！

（一宮市あての書類を複数作成し、名古屋市と一宮市両方
に提出しないでください。） 次ページ 指定事項の変更



指定事項の変更について

●変更届を記入する際の注意点

・変更事項は、まとめて1枚に記入

（代表者変更、役員交代、住所変更など複数ある場合）

・変更年月日は、登記日も記入

（登記簿謄本に記載されています。）

変更があった場合は、まずは給排水設備課まで

ご連絡お願いします！！
次ページ
次第（２）
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≫給水装置工事申込書

≫配水管布設申出書

この書類は直筆で記入する欄があり、不備があれば受付で

きません。

記入項目 署名・記名押印 原則修正不可

排
給配水設備

給水装置工事の申請書作成上の注意点①



≫給水装置

工事申込書

給水装置工事の申請書作成上の注意点②



≫配水管布設申出書について

給水装置工事の申請書作成上の注意点について③



≫給水装置工事設計書

・水道管の口径、延長

・隣地境界からの距離

（既設の場合も）

・既設水道メーターの番号

・ガス、NTT等地下埋設物

給水装置工事の申請書作成上の注意点について④



≫その他
・中止届について

令和3年度から令和5年度の3箇年平均は20件以上

主な理由：申込者の都合により建築計画が中止

既設φ13からφ20への増径改造の中止

・納入通知書の再発行について

・給水管布設替工事（給改）等について

既設給水管の現地確認を確実に行うこと

・工事用散水栓の申込みについて

・給水装置工事（宅内用）使用材料表に記載する製品名について

給水装置工事の申請書作成上の注意点について⑤



≫その他
・φ400㎜（配水支管）からの給水管分岐について

一部の場所に布設してある水道配水管(配水支管）

φ400㎜からの給水管分岐は可能

ただし、分岐方法はサドル式分水栓のみ

給水装置工事の申請書作成上の注意点について⑥
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排水設備工事 申請時の注意点

≫公共下水道使用開始までの流れ

必要な現地調査等を経て計画を立て
あらかじめ管理者の確認を受けた後
工事に着手すること

※下水道台帳は取付管等の有無、
位置等を証明するものではない

※必要に応じて取付管設置費用を
見込んでおく使用料の徴収

使用開始の届出

工 事 の 検 査

工 事 の 施 行

計 画 の 確 認



排水設備工事 申請時の注意点

≫公共下水道使用開始までの流れ

排水設備工事は責任技術者の監理の
下に設計し、及び施行すること

※協力会社主導としないこと

使用料の徴収

使用開始の届出

工 事 の 検 査

計 画 の 確 認

工 事 の 施 行



排水設備工事 申請時の注意点

≫公共下水道使用開始までの流れ

工事完了後、速やかに届け出て責任
技術者が立会いの上、検査を受ける
こと

※検査の結果、工事の不備が認めら
れたときは、管理者の指示に従い、
改修すること。

使用料の徴収

使用開始の届出

工 事 の 施 行

計 画 の 確 認

工 事 の 検 査



排水設備工事 申請時の注意点

≫公共下水道使用開始までの流れ

公共下水道の使用を開始したときは、
遅滞なく管理者に届け出ること

※手続き漏れ防止のため、計画確認
申請時に排水設備使用開始届を提
出していただくことが望ましい

※届出が無ければ使用開始、休止等
の手続きは行われない使用料の徴収

工 事 の 検 査

工 事 の 施 行

計 画 の 確 認

使用開始の届出



排水設備工事 申請時の注意点

≫公共下水道使用開始までの流れ

管理者は、公共下水道の使用者から
下水道使用料を徴収する。

使用開始の届出

工 事 の 検 査

工 事 の 施 行

計 画 の 確 認

使用料の徴収



排水設備工事 申請時の注意点

≫ 分流区域における注意点

量水器を介した水は、排水時には汚水に分類される。

下水道法上の種類 発生形態による分類

下 水
汚 水 生活若しくは事業に起因

雨 水 自然現象に起因

※雨水と同程度以上に清浄であると思われるものについては、
協議により雨水としての取扱いをする場合がある。



排水設備工事 申請時の注意点

≫ 分流区域における注意点

屋外立水栓

（汚水管に接続）

石鹸等を用いる洗い物など、雨水と
同程度以上清浄と認められないもの

※屋根下に設置、蓋の設置、未使用
時に栓をするなど、雨水の混入を
防ぐ措置を取ること



排水設備工事 申請時の注意点

≫ 分流区域における注意点

屋外立水栓

（雨水管渠に接続可）

主な用途として散水、石鹸等を用い
ない手洗いなど、雨水と同程度以上
に清浄であるもの



排水設備工事 申請時の注意点

≫ 分流区域における注意点

ドレン排水

（汚水管に接続）

・原則として汚水管に接続

※臭気対策を施すこと



排水設備工事 申請時の注意点

≫ 分流区域における注意点

ドレン排水

（雨水管渠に接続可）

・潜熱回収型ガス給湯器(ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ)
・家庭用燃料電池システム(ｴﾈﾌｧｰﾑ)
・汚水管への排出が建物等の構造上

極めて困難であるもの

※飛散や給湯器内への溢水の防止措
置を施すこと
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給水装置工事のしゅん工検査等について
≫給水装置工事のしゅん工検査

●工事完了後、しゅん工届は速やかに提出すること

・しゅん工届の提出遅れが多い

・工事用散水栓のしゅん工届の提出忘れ

・検査に主任技術者の立会いが必要な場合は要予約



給水装置工事のしゅん工検査等について
≫給水装置工事のしゅん工検査

●立会いが必要な検査の注意点

・手数料など入金確認後、５日程度前に予約

・集合住宅の入居前検査、クロスコネクション検査

・集合住宅メーターBOX蓋の裏に部屋番号記入

・ブースターポンプ動作確認できる人の立会い

・受水槽のカギ解除、ステップない場合はしご用意



給水装置工事のしゅん工検査等について
≫しゅん工検査提出書類

●しゅん工届・検査調書

・しゅん工後図面、しゅん工後使用材料表の提出

・水圧試験が写真の場合、測定前後の写真を提出

・検査調書記入欄、必ず内容を確認して○を付ける



給水装置工事のしゅん工検査等について
≫しゅん工検査提出書類

●道路復旧完了届

・承認工事写真撮影箇所一覧表を確認

・側溝下の鋼管打抜き状況写真の提出

（国県道）

・給水管・取付管同時埋設の場合は

それぞれ提出



給水装置工事のしゅん工検査等について
≫給水工事（道路分）

●苦情がないよう事前準備を十分に行うこと

・手数料など入金確認後、立会票５日程度前に提出

・近接工事がある場合、日程調整や迂回路の確保

・保安設備の適切な設置、交通誘導員の適切な配置

・作業時間の厳守



給水装置工事のしゅん工検査等について
≫水道メーターの受取・返却

●予約は原則メール、窓口も可、電話予約は不可

・受取日の予約は２営業日前の１５時まで

・給水装置使用開始申込書を必ず持参

・集合住宅の場合は申込図面のコピーを必ず持参
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排水設備工事の施工上の注意点について

≫接続ます設置時の注意点

☑取付管の勾配確認

→流下能力の確保

☑土留め矢板の設置

☑水替工の設置

→取付管・本管への土砂の流入防止

☑材料の破片は確実に回収

→取付管の詰まり防止



排水設備工事の施工上の注意点について

≫接続ます設置時の注意点

【取付管内に土砂堆積】



排水設備工事の施工上の注意点について

≫接続ます設置時の注意点

【バリの除去が不十分】



排水設備工事の施工上の注意点について

≫排水設備施工時の注意点

☑事前に取付管の設置状況を確認

☑大きな水路あり

→土留め矢板が残置

☑田畑が埋められた土地

→板柵、擁壁が残置

☑道路と宅盤に高低差あり

→石積みが残置



排水設備工事の施工上の注意点について

≫排水設備施工時の注意点

【鋼矢板の残置】



排水設備工事の施工上の注意点について

≫排水設備施工時の注意点

【鋼矢板の残置】



排水設備工事の施工上の注意点について

≫排水設備施工時の注意点

【鋼矢板の残置】



排水設備工事の施工上の注意点について

≫下水取付管施工時の注意点

☑土工図の掘削寸法で施工

→中止をお願いする場合あり

☑素掘箇所でも土質により土留め矢板の設置

→安全な施工方法の確保

☑土留支保工の設置は適正に

→支保工段数、矢板根入れ0.2ｍの確保



排水設備工事の施工上の注意点について

≫下水取付管施工時の注意点

☑作業主任者の配置

→技能講習修了者

☑メカロック支管の使用

→市職員に必ず確認

☑管更生済本管への取付管施工

→施工前に施工方法を確認

☑取付管施工時に本管に亀裂発生

→市職員立会のもと本管削孔
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・ロケーティングワイヤーの廃止

工事仕様書（上水編）の主な改定点

・φ100㎜HPPEのメカニカル接合材料

（市承認品とポリテック規格品）



≫ ロケーティングワイヤーの廃止

管明示テープ

工事仕様書（上水編）の主な改定点

溶剤浸透防護スリーブ

ロケーティングワイヤー



≫HPPEのメカニカル接合材料について

工事仕様書（上水編）の主な改定点

離脱防止継手？
メカニカル継手？



直管部分 → HPPE管

ソケット・曲管 → メカニカル接合

≫ 口径100㎜HPPE管の接続

工事仕様書（上水編）の主な改定点

既設管 HPPE管

HPPE管メカニカル接合

メカニカル接合



≫口径100㎜HPPE管の接続について

メカニカル接合材料

・市承認品
→HPPEと非耐震管を接続

→図面の表記『離脱防止継手』

工事仕様書（上水編）の主な改定点

・ポリテック協会規格品

→HPPEと耐震管を接続

→図面の表記『メカニカル継手』



既設管 HPPE管

HPPE管

既設管 HPPE管

HPPE管

市承認品

ポリテック協会規格品

非耐震管

異形管+変換継手
耐震管（DIP－GX）



≫メカニカル接合材料の施工承認

設計 現場

・離脱防止継手

（市承認品）

工事仕様書（上水編）の主な改定点

・メカニカル継手

（ポリテック協会規格品）

・メカニカル継手

（ポリテック協会規格品）

・離脱防止継手

（市承認品）



≫大成機工㈱メカニカル接合材料の取扱い

『離脱防止継手（市承認品）』

→『メカニカル継手（ポリテック協会規格品）』

工事仕様書（上水編）の主な改定点

目印は、箱の印字
POLITEC規格品 PTC ～

POLITEC規格品 PTC ～

大成機工㈱ → ポリテック協会に加盟



・様式集
R5年度から様式集をWEBで公開しています。

最新の様式で提出してください！

ページID  1057904

お し ら せ

・工事仕様書（上水編）

R7年度版は、4月1日公開予定です！

今回ご説明した内容のほかにも改定事項あり。

ご確認ください。

ページID  1012311


